










第1期　　　第2期　　　第3期　　　第4期　　　第5期　　　第6期　　　第7期　　　第8期

世帯内被保険者の

総所得が基準以下の場合

［均等割］5割軽減

世帯内被保険者の

総所得が基準以下の場合

［均等割］2割軽減

330,000円
＋

265,000円
×

被保険者数

330,000円
＋

270,000円
×

被保険者数

330,000円
＋

480,000円
×

被保険者数

330,000円
＋

490,000円
×

被保険者数

　7月14日(金)に平成29年度分の国民健康保険税・後期高
齢者医療保険料・介護保険料の納付書を発送します。納期
限までの納付をお願いいたします。

国民健康保険税 … 世帯員に国民健康保険加入者がいる世帯主の方
後期高齢者医療保険料…75歳以上で年金の年額が18万円未満の方
介護保険料…65歳以上で年金の年額が18万円未満の方

▶送付対象者

▶平成29年度 納期限一覧

▶軽減措置の変更（後期高齢者医療保険料）

※第3期は口座振替日と納期限が異なりますのでご注意ください

後期高齢者医療保険料の軽減措置について、下記のとおり一部変更となります。
なお、確定申告をしていないなどの理由で所得が把握できない場合には、軽減は受けられませんのでご注意ください。

･軽減判定所得の引き上げ ･軽減率の変更

左記以外の方も送付対象となる場合
があります。詳しくは各担当までお問
い合わせください。

･基準引き上げにより、軽減対象者が拡大します。
･国民健康保険税も同様に基準が引き上げられ、均等割･平等割が
  軽減されます。

■お問い合わせ

国民健康保険税｜税務課 町民税係 TEL.72-8832

後期高齢者医療保険料｜住民課 国保年金係 TEL.72-8848

介護保険料｜高齢者支援課 介護保険係　TEL.72-8852

　国民健康保険高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証・介護保
険負担割合証の有効期限はいずれも7月31日（月）です。
　7月中に新しい受給者証・保険証・割合証を郵送しますので、8月以
降は新しいものを使用してください。
　なお、国民健康保険被保険者証は9月末の郵送を予定しています。
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